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City Information 市政情報

令
和
７
年
度　
介
護
保
険
料

　
令
和
６
年
の
老
齢
基
礎
年
金
（
満

額
）
の
支
給
額
変
更
に
よ
り
、第
１
、

２
、４
、５
段
階
に
お
け
る
基
準
所
得

金
額
が
80
・
９
万
円
に
見
直
さ
れ
ま

す
。
各
所
得
段
階
の
保
険
料
額
は
、

表
の
と
お
り
で
す
（
第
１
、２
、３
段

階
の
介
護
保
険
料
は
、
公
費
に
よ
っ

て
保
険
料
負
担
軽
減
）。
介
護
保
険

料
決
定
通
知
書
を
７
月
下
旬
に
送
付

し
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
同
封
の
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

保
険
料
基
準
額 

６
５
０
０
円（
月
額
）

×
12
カ
月
＝
７
万
８
千
円
（
年
間
）

問
合
先  

長
寿
介
護
課
☎
㊷
８
７
８
８

◉ 65 歳以上の方の介護保険料（令和 7 年度）
所得
段階 対象となる方 年額

1
・生活保護受給者
・世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者の方
・ 世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入＋ 合計所得金額が

80.9 万円以下の方
22,230 円

2 世帯全員が市
民税非課税

課税年金収入＋合計所得金額が 80.9 万円を超
え、120 万円以下の方 37,830 円

3 課税年金収入＋合計所得金額が 120 万円を超
える方 53,430 円

4 本人は市民税
非課税で、本
人以外の世帯
の誰かが市民
税課税

課税年金収入＋合計所得金額が 80.9 万円以下
の方 70,200 円

5 課税年金収入＋合計所得金額が 80.9 万円を超
える方 78,000 円

6

本人が市民税
課税

合計所得金額が 120 万円未満の方 93,600 円
7 合計所得金額が 120 万円以上 210 万円未満の方 101,400 円
8 合計所得金額が 210 万円以上 320 万円未満の方 117,000 円
9 合計所得金額が 320 万円以上 420 万円未満の方 132,600 円
10 合計所得金額が 420 万円以上 520 万円未満の方 148,200 円
11 合計所得金額が 520 万円以上 620 万円未満の方 163,800 円
12 合計所得金額が 620 万円以上 720 万円未満の方 179,400 円
13 合計所得金額が 720 万円以上の方 187,200 円

予防接種名 回数 望ましい接種時期 法的な接種可能年齢
日本脳炎 1 期初回 2 3 歳～ 4 歳 6 カ月～

7 歳 6 カ月未満日本脳炎 1 期追加 1 4 歳～ 5 歳
日本脳炎 2 期 1 9 歳～ 10 歳 9 歳～ 13 歳未満

日本脳炎特例措置 2005.4.2 ～ 2007.4.1 生まれの方を対象に 4 回接種
のうち不足分を 20 歳未満の間、接種可能

麻しん・風しん
混合（MR）2 期 1 年長児 2019.4.2 ～

2020.4.1 生
二種混合（DT）

（ジフテリア・破傷風） 1 小学校
6 年生

11 歳～
13 歳未満

子
ど
も
の
予
防
接
種
は
お
早
め
に

　
『
日
本
脳
炎
』『
麻
し
ん
・
風
し
ん

混
合
（
Ｍ
Ｒ
）
２
期
』『
二
種
混
合

（
Ｄ
Ｔ
）』
の
予
防
接
種
を
、
受
け
て

な
い
方
は
早
め
に
受
け
ま
し
ょ
う
。

接
種
方
法 

加
西
市
指
定
医
療
機
関

（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
）
へ
電
話
予

約
し
て
く
だ
さ
い
。

接
種
費
用 

無
料

必
要
物
品 

母
子
健
康
手
帳
・
体
温

計・マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど（
本

人
確
認
の
た
め
）・
予
診
票
※
予
診

票
が
な
い
場
合
は
医
療
機
関
ま
た
は

健
康
課
（
健
康
福
祉
会
館
内
）
に
あ

り
ま
す
。

Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
延
長

　
昨
年
度
、
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
の
供
給

が
不
足
し
た
こ
と
に
よ
り
、
一
部
地

域
で
ワ
ク
チ
ン
が
手
に
入
り
に
く
い

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
期
間
内
に
定

期
接
種
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
方

で
、
次
の
延
長
対
象
者
に
該
当
す
る

方
は
、
２
０
２
７
年
３
月
31
日
ま
で

定
期
接
種
と
し
て
接
種
を
受
け
ら
れ

ま
す
。
接
種
を
希
望
す
る
方
は
事
前

に
健
康
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

延
長
対
象
者 

２
０
１
８
年
４
月
２

日
か
ら
２
０
１
９
年
４
月
１
日
生
ま

れ
と
２
０
２
２
年
４
月
２
日
か
ら

２
０
２
３
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
う

ち
、
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
の
偏
在
な
ど
が

生
じ
た
こ
と
を
理
由
に
ワ
ク
チ
ン
接

種
で
き
な
か
っ
た
方

問
合
先 

健
康
課
☎
㊷
８
７
２
３ 詳細は

こちら

　
市
役
所
と
健
康
福
祉
会
館
に
あ
る

加
西
市
こ
ど
も
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

は
、
令
和
９
年
、
市
役
所
本
庁
舎
隣

に
建
設
予
定
の
第
二
付
属
棟
内
に
移

転
し
ま
す
。
こ
ど
も
に
関
連
す
る
行

政
機
能
（
こ
ど
も
・
子
育
て
に
関
す

る
手
続
き
、
相
談
、
健
診
）
を
集
約

し
ま
す
。

　
加
西
市
こ
ど
も
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ

ー
が
、
こ
ど
も
や
子
育
て
世
帯
な
ど

多
く
の
市
民
に
親
し
ま
れ
、
よ
り
有

効
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
目
指
し

て
、
愛
称
を
募
集
し
ま
し
た
。

　
60
件
の
応
募
が
あ
り
、
愛
称
選
考

委
員
会
で
審
査
し
た
結
果
、
左
記
の

と
お
り
決
定
し
ま
し
た
。

　
多
数
の
ご
応
募
を
い
た
だ
き
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

問
合
先 

子
育
て
支
援
課

☎
㊷
８
７
０
９

ミナモルミナモル
愛
称『
ミ
ナ
モ
ル
』に
決
定

加
西
市
こ
ど
も
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

制作者制作者

採用作品

愛称の由来愛称の由来  
「加西市の『みんな』で子どもた「加西市の『みんな』で子どもた
ちの未来を『守る』」というコンちの未来を『守る』」というコン
セプトです。守るには『見守る』セプトです。守るには『見守る』
というニュアンスもあります。あというニュアンスもあります。あ
くまで主体は市民であり、支援をくまで主体は市民であり、支援を
通して見守りながら市民一人一人通して見守りながら市民一人一人
が成長していく手助けになれるよが成長していく手助けになれるよ
うにという想いを表現しました。うにという想いを表現しました。

石野賢吾石野賢吾さん（西谷町）さん（西谷町）
石野さんと高橋市長

国
民
年
金
保
険
料　
免
除
・
納
付
猶
予

　
収
入
の
減
少
や
失
業
な
ど
に
よ
り

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な

場
合
、申
請
に
よ
り
保
険
料
が
免
除・

納
付
猶
予
に
な
り
ま
す
。

　
保
険
料
を
納
め
な
い
ま
ま
に
し
て

お
く
と
、
老
齢
年
金
や
、
い
ざ
と
い

う
と
き
の
障
害
年
金
・
遺
族
年
金
を

受
け
取
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

納
付
が
困
難
な
場
合
は
必
ず
申
請
を

し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
前
年
の
所
得
を
基
準
と
し

て
審
査
す
る
た
め
、
前
年
中
所
得
の

申
告
が
必
要
で
す
（
無
収
入
の
場
合

も
含
む
）。

免
除
・
猶
予
期
間

　
申
請
年
度
の
７
月
か
ら
翌
年
の
６

月
ま
で
（
継
続
免
除
該
当
の
方
を
除

く
）

※
申
請
時
点
の
２
年
１
カ
月
前
ま
で

さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
が
で
き
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
物

　
年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年
金
番
号

通
知
書

※
失
業
を
理
由
と
す
る
と
き
は
、「
雇

用
保
険
受
給
資
格
者
証
」、「
雇
用
保

険
被
保
険
者
離
職
票
」
な
ど
の
写
し

申
請
場
所

　
市
役
所
１
階
⑤
番
国
民
年
金
窓
口

ま
た
は
加
古
川
年
金
事
務
所

問
合
先 

市
民
課
☎
㊷
８
７
２
２

加
古
川
年
金
事
務
所

☎
０
７
９・４
２
７・４
７
４
０

区分 保険料月額 受け取る年
金額の割合

年金期間
反映 所得審査の対象

未納 0 円 × × ―

免除

全額免除 0 円 4/8 ○
・本　人
・配偶者
・世帯主

3/4 免除 4,380 円 5/8 ○
半額免除 8,760 円 6/8 ○
1/4 免除 13,130 円 7/8 ○

納付猶予
（50歳未満の方） 0 円 × ○ ・本　人

・配偶者

免除・納付猶予の種類

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら

電
子
申
請
が
可
能
で
す
▼


